
◎中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正す

る法律 
（平成二八年六月三日法律第五八号）   

一、提案理由（平成二八年四月五日・参議院経済産業委員会） 

○国務大臣（林幹雄君） 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正

する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 

中小企業・小規模事業者等は、地域に根差した特色ある事業活動を行い、多くの就業

機会を提供するなど、地域経済の活性化や雇用の確保に重要な役割を果たしています。

しかしながら、中小企業・小規模事業者等は、労働力人口の減少や海外との競争の激化

といった厳しい事業環境にさらされています。また、その生産性は大企業の半分以下の

水準にとどまっており、近年更に格差が拡大する傾向にあります。 

このような情勢下において、我が国経済の持続的な成長を図るためには、地域経済を

支える中小企業等の経営力を向上し、生産性を高めることで、その収益の拡大を実現し、

経済の好循環を確かなものとすることが重要であります。そのためには、これまで行っ

てきた創業や新事業活動の展開に対する支援に加えて、中小企業等による経営力向上の

ための取組を支援することが必要であります。 

以上が本法律案を提案した理由であります。 

次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 

第一に、事業分野を所管する大臣が、経営力向上についての優良事例を踏まえ、人材

育成や情報システムの導入による効率化など、当該事業分野の特性に応じた経営力向上

のための事業分野別指針を策定します。ここでは、事業分野ごとに、中小企業等の経営

力向上のための取組の指針となるべき事項を中小企業等に分かりやすく示すものとしま

す。 

第二に、中小企業等が事業分野別指針に沿って経営力向上のための計画を作成した場

合、これを事業分野を所管する大臣が認定し、その計画に基づく取組を支援します。具

体的には、認定を受けた事業者を金融支援の特例措置等の対象とします。また、中小企

業等に対する支援を行う経営革新等支援機関が経営力向上計画の策定や実施を支援しま

す。 

以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 

何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げま

す。 

二、参議院経済産業委員長報告（平成二八年四月一五日） 

○小見山幸治君 ただいま議題となりました法律案につきまして、審査の経過と結果を

御報告申し上げます。 

本法律案は、労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の

変化に対応して、中小企業者等の経営の強化を図ることが重要であることに鑑み、事業



分野別に新たに経営力の向上のための取組等を示した指針を主務大臣において定めるこ

ととするとともに、当該取組を支援するための措置等を講じようとするものであります。 

委員会におきましては、認定経営革新等支援機関による支援の在り方、中小企業施策

に係るＰＤＣＡサイクル確立の必要性、経営力向上計画の認定基準、固定資産税による

設備投資減税の効果等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承

知願います。 

質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。 

以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二八年四月一四日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 事業分野別指針の策定に当たっては、関係省庁が効果的な連携をして、事業者団体

や事業者組合等の協力を得ながら、優良事例を収集し、経営の強化の方向性を分かり

やすく示すとともに、ＰＤＣＡサイクルを実効性ある形で確立し、中小企業・小規模

事業者、中堅企業の経営力向上に資するよう努めること。 

  また、事業分野別指針が策定されていない事業分野の事業者については、基本方針

に基づいて、経営力向上計画を申請し、認定を受けることが可能であることを周知徹

底すること。 

二 経営力向上計画については、基本方針で中小企業・小規模事業者、中堅企業に分か

りやすい認定基準を示すとともに、申請手続・書類については、できるだけ簡素なも

のとし、事業者の負担軽減を図ること。 

  また、認定経営力向上事業を行う意欲ある小規模事業者に対しては、十分な支援措

置を講じるよう配慮すること。 

三 認定経営革新等支援機関の業務に経営力向上に係るものが追加されることに鑑み、

各支援機関の支援実績や得意分野をより分かりやすく示し、中小企業等が利用しやす

くするとともに、同機関に対する定期的な調査を実施し、調査結果を公表すること等

により、支援内容の質の向上を図ること。 

四 固定資産税による設備投資減税ができるだけ多くの中小事業者等に活用され、投資

効果が最大限に発揮されるように、制度の周知等に努めるとともに、その効果の検証

を行った上で、対象設備の充実等を含め必要な検討を行うこと。 

五 中小企業等の経営の強化を図り、その生産性を向上させるという本法の政策目的が

十分に達成されるよう、その効果等について適時適切に把握するよう努めるとともに、

生産性の向上が付加価値の増大につながり、単なる人員削減とならないよう十分留意

すること。 

  右決議する。 



三、衆議院経済産業委員長報告（平成二八年五月二四日） 

○高木美智代君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、労働力人口の減少や海外との競争の激化といった厳しい事業環境にさらされ

ている中小企業、小規模事業者等の経営の強化を図るための措置を講じようとするもの

であります。 

 その主な内容は、 

 第一に、基本方針において定める事項に、中小企業等の経営力向上及び支援体制の整

備等に関する事項を追加すること、 

 第二に、主務大臣は、基本方針に基づき、事業分野ごとに経営力向上のための取り組

み等について示した事業分野別指針を策定すること、 

 第三に、中小企業等が、事業分野別指針に沿って、経営力向上のための計画を作成し

た場合、これを主務大臣が認定し、その計画に基づく取り組みを支援すること 

等であります。 

 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月十二日本委員会に付託されました。翌十

三日に林経済産業大臣から提案理由の説明を聴取し、二十日に質疑を行った後、採決を

行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二八年五月二〇日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 事業分野別指針については、中小企業を取り巻く経営環境が時々刻々と変化するこ

とに鑑み、関係省庁が緊密に連携しながら、優良事例の適宜の見直し等を含めたＰＤ

ＣＡサイクルを実効性ある形で確立し、中小企業・小規模事業者、中堅企業の経営力

向上に資する最新かつ最良の情報が盛り込まれた指針を提供し続けるよう努めること。 

二 経営力向上計画については、基本方針で中小企業・小規模事業者、中堅企業に分か

りやすい認定基準を示すとともに、申請手続・書類については、できるだけ簡素なも

のとし、事業者の負担軽減を図ること。 

三 特に小規模事業者においては、資金や人材などに制約があり事業の持続的発展が困

難な状況が多いことに鑑み、認定経営力向上事業を行う意欲ある小規模事業者に対し

ては、十分な支援措置を講じるよう配慮するとともに、広く制度の活用が図られるよ

う、制度の概要、対象、必要手続き等についての情報提供、相談体制の整備等遺漏な

きよう万全を期すこと。 

四 認定経営革新等支援機関の業務に経営力向上に係るものが追加されることに鑑み、

定期的な調査を通じて各支援機関の支援実績や得意分野をより分かりやすく公表し、

中小企業等の利便性を高める工夫を行うとともに、同機関による支援の質・量の拡充



を図るとの観点から、同機関に対して必要な支援を行うこと。 

五 固定資産税による設備投資減税ができるだけ多くの中小事業者等に活用され、投資

効果が最大限に発揮されるべく、対象企業や設備等について周知徹底に努めるととも

に、制度の期限到来時に適切な判断ができるように、政策効果等について適宜情報収

集・分析等を行った上で、対象設備の充実等を含め必要な検討を行うこと。 

六 中小企業等の経営の強化を図り、生産性を向上させるという本法の政策目的が十分

に達成されるよう、その効果等について適時適切に把握するよう努めるとともに、生

産性の向上が付加価値の増大につながり、単なる人員削減とならないよう十分留意す

ること。 

七 赤字法人であっても納付義務のある社会保険料が、中小企業・小規模事業者の経営

に大きな負担となっている現状に鑑み、中小企業者における正規雇用等を促進する観

点から、雇用に伴う中小企業者の経済的負担の軽減に必要な措置を講ずること。 


